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総 務 財 政 委 員 会 記 録（Ｎｏ.１７） 

 

 

１ 日  時   令和７年１１月２６日（水） 

午前 ９時５９分 開会 

午後 ０時００分 閉会 

 

２ 場  所   第６委員会室 

 

３ 出席委員（１０人） 

委 員 長  村 上 幸 一   副 委 員 長  大久保 無 我 

委 員  吉 村 太 志   委 員  鷹 木 研一郎 

委 員  廣 田 信 也   委 員  村 上 直 樹 

委 員  宇都宮   亮   委 員  永 井   佑 

委 員  伊 﨑 大 義   委 員  小金丸かずよし 

 

４ 欠席委員（０人） 

 

５ 出席説明員 

政 策 局 長    小 杉 繁 樹   ＤＸ・ＡＩ戦略室長    德  永 篤  司 

ＤＸ・ＡＩ戦略室次長    樋 口   聡   総務市民局長  三  浦 隆  宏 

安全・安心担当理事    南 野 栄 一   地域・人づくり部長    久 芳 順 一 

地域振興課長    上 田   純      市民センター担当課長    長 門 充 紘 

安全・安心推進部長（兼務）    中 山 賢 彦   安全・安心推進課長    倉 田   武 

                                      外 関係職員 

                                              

６ 事務局職員 

    委員会担当係長  伊良皆 公 一   書 記  西 嶋   真 
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７ 付議事件及び会議結果 

番号 付   議   事   件 会 議 結 果 

１ 住みやすいまちづくりについて 
総務市民局から別添資料のとおり説

明を受けた。 

２ 住みやすいまちづくりについて 

総務市民局から別添資料のとおり説

明を受け、委員間で意見交換を行っ

た。 

３ 株式会社ジェイコム九州について 
政策局から別添資料のとおり報告を

受けた。 

 

８ 会議の経過 

○委員長（村上幸一君）それでは、開会いたします。 

 本日は、所管事務の調査を行った後、政策局から１件報告を受けます。 

 初めに、所管事務の調査を行います。 

 住みやすいまちづくりについてを議題とします。 

 まず、仮称北九州市犯罪被害者等支援条例骨子案に対する市民意見の募集結果等について、

報告を兼ね、当局の説明を受けます。安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 それでは、説明させていただきます。 

 タブレットの仮称北九州市犯罪被害者等支援条例骨子案に対する市民意見提出手続の実施結

果をお開きください。 

 本骨子案につきましては、北九州市犯罪被害者等支援検討会での協議を経て作成し、令和７

年10月６日及び10月15日の常任委員会で報告を行い、パブリックコメントを実施したところで

ございます。本日は、パブリックコメントの結果について報告申し上げます。１ページを御覧

ください。 

 １、募集期間は、令和７年10月15日から11月11日まででございます。 

 ２、意見提出状況について、４名から６件の御意見をいただきました。６件の内訳は、条例

全般に関するものが２件、条例の項目に関するものが２件、支援の内容に関するものが１件、

その他が１件となっています。 

 (5)骨子案への反映状況については、記載のとおりです。このうち、２、骨子案に追加、修正

ありの２件と、パブリックコメントに基づくもの以外の修正の２件、計４件について説明いた

します。 

 ３ページ、パブリックコメント等に基づく仮称北九州市犯罪被害者等支援条例骨子案の修正

についてを御覧ください。 
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 まず１、パブリックコメントに基づく修正です。修正１を御覧ください。定義に関するもの

です。福岡県条例などには定義が記載されており、本条例においても主要な言葉について定義

を記載してはどうかという御意見を踏まえ、犯罪等、犯罪被害者等、市民等、事業者、民間支

援団体、関係機関、団体等、二次的被害、再被害といった主要な言葉について、定義を追記い

たしました。 

 その下、修正２を御覧ください。関係機関、団体等との連携に関するものです。市は、関係

機関、団体等と連携し、被害者等の支援を行うとともに、大学生など若い世代を含む多様な主

体が参画できる環境の整備に努めるとありますが、大学生など若い世代を含む多様な主体だと、

大学に行っていない若者を排除するような違和感がある、また、若い世代だけをターゲットに

しているので、専門学校生や高齢者として条例を読む場合、他人事に感じるとの御意見がござ

いました。これを踏まえまして、修正表のとおり文章を修正いたしました。 

 ４ページを御覧ください。続きまして、２、パブリックコメントに基づくもの以外の修正で

す。修正３を御覧ください。目的に関するものです。前々回の常任委員会において、前文に、

この町が被害者に対してどう寄り添っていくのかというような決意や心構えを書いてはどうか

という御意見がございました。そのため、目的に盛り込むこととし、修正の表のとおり追記い

たしました。 

 その下、修正４を御覧ください。総合的支援体制の整備に関するものです。前回、前々回の

常任委員会において、縦割りではない支援体制が必要である、支援に携わる人材の育成をしっ

かりやってほしい、二次的被害防止に取り組む必要があるという御意見がございました。この

ため、被害者等の相談に応じるに当たっては、関係機関、団体等との連絡調整のみならず、市

内部での連携を密にし、犯罪被害者等が同じ説明を繰り返すことによる負担や二次的被害を受

けることがないよう、修正表のとおり、市関係部局間で連携することを明記いたしました。 

 ５ページ、６ページを御覧ください。以上、いただいた意見を踏まえ、骨子案を修正したも

のが、仮称北九州市犯罪被害者等支援条例骨子（最終案）となっております。 

 なお、本修正案につきましては、11月17日に行われました第３回北九州市犯罪被害者等支援

検討会におきましても御賛同いただいたところでございます。 

 最後に、今後の予定についてですが、本骨子案を基に条文案を作成し、来年の２月議会に上

程したいと考えております。 

 なお、具体的な支援メニューにつきましては、条例に基づいて要綱を定め、実施する予定で

す。要綱につきましては、改めて本常任委員会で説明をさせていただきます。 

 以上で仮称北九州市犯罪被害者等支援条例骨子案に対する市民意見の募集結果等についての

説明、報告を終わります。以上です。 

○委員長（村上幸一君）ただいまの説明に対し、質問、意見を受けます。なお、当局の答弁の

際は、着席のままで結構ですから、補職名をはっきりと述べ、指名を受けた後、簡潔、明確に
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答弁をお願いします。 

質問、意見はありませんか。永井委員。 

○委員（永井佑君）おはようございます。よろしくお願いします。 

 先ほどの説明で、条文案を２月議会にと、それから、要綱をつくって常任委員会へ報告する

とありましたが、要綱のめどはいつぐらいか、教えてください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 これから作成しますので、できるだけ早くと思っておりますけれども、

来年のどこかの常任委員会でと思っています。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）来年ということで、分かりました。 

 あと、４ページの今回のパブコメを受けた修正後の文章です。市は、被害者等が犯罪等に直

面している様々な問題の相談に応じて、適宜関係機関、団体等との連絡調整及び市の関係部局

間の連携を図った上で、必要な情報の提供、助言を行うとありますが、必要な情報の提供、助

言を行われるのは犯罪被害者等であると思いますが、ここの対象は犯罪被害者等に限ってでは

なくて、私は市民全体が含まれるべきものだと読み取りましたが、ここは明確にしたほうがい

いんじゃないかと思いますが、見解を教えてください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 今委員がおっしゃったところですけれども、一般市民までは想定して

おりませんで、犯罪被害者に限定して考えております。当然、個人情報等もございますので、

そこを明確にということですが、条文にする上で表現について考えていきたいと思います。以

上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）そうですね、条文案で具体的にされると思いますが、常任委員会でも、縦

割りでない支援体制とか、あとは二次的被害の防止という観点で、私からも、教育委員会だっ

たりと連携が必要だという話をさせていただいたので、そういう点で、必要な情報の提供、助

言というのは犯罪被害者等だけではなく市民全体が、一般市民も含まれるであろうということ

なので、先ほどのような発言をさせていただきましたので、条文案で工夫していただきたいと

思います。 

 それから、問題意識として、やっぱり職員のレベルアップが大事になってくると思います。

これまでも常任委員会で多くの委員からも発言があったと思います。私自身、外部講師などを

招いて知識の習得をしていくことは非常に重要ですし、必須だと考えています。市役所の内部

で経験や情報、スキルなどを定着させていく仕組みも必要であると思いますが、見解を教えて

ください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 
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○安全・安心推進課長 今委員が言われましたように、この犯罪被害者等に携わる職員のスキ

ルアップは非常に大事だと思いますけども、まずは基礎的な研修、それからだんだんと高度化

を進めていきたいと思っております。そこは当然、犯罪被害者支援センターとも連携を取って

行っていきたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）ＮＰＯと連携を行うということでした。 

 例えばレベルアップに関連して、二次被害、今日も触れられましたが、例えばヘルパーの方々

が介入された後に、守秘義務の徹底、こういうところをどう行っていくのかだと思います。例

えば、こういう状況だったよと、あの子は本当に今大変なんだよと、世間話のようなところか

ら実情が広がりかねないと思います。そういう点での守秘義務の徹底、そこは要綱で定められ

るのか、犯罪被害者支援センターと連携していくのか、考え方を教えてください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 今言われましたように、犯罪被害者等の方々が安心して支援を受けら

れるためには、プライバシーの保護と二次被害の防止は最重要課題と認識しております。先ほ

ど言いました支援機関、関係機関と情報を共有する場合におきましても必ず本人の同意を得る

こと、それから、相談窓口の職員に対する厳格な守秘義務の徹底、それから、定期的な研修の

実施なども行っていきたいと思っております。ここら辺はまた、先ほど言われた犯罪被害者支

援センターとも十分連携を行っていきたいと思っています。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）これ、取決めは文書で残す必要があると思うんですが、それはどうですか。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 そこについても今後要綱等で定めていくかどうかになると思いますけ

れども、そこも検討していきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）分かりました。 

 あと、これは北九州市民に向けた条例になると思いますが、市外で犯罪に巻き込まれるとい

うことも可能性としては大いにあると思います。これは、犯罪被害者を取り巻く方々が市の窓

口で相談を受けていただくようになるのか、それとも、他都市は政令市でもほぼ条例をつくら

れていると思いますけど、その関係で他都市と連携して相談窓口につないでいくのか、それは

ケース・バイ・ケースになるのか、そのあたりを教えてください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 今言われましたように、例えば市民が旅行中に他都市で犯罪被害に遭

われたという場合、北九州市の対象になりますので、そこは連携していきたいですし、仮に他

都市の方が北九州市内で犯罪に遭われた場合、その情報提供というのは本人の了解を得た上で
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他都市に伝えて、連携を十分図った上で、支援が漏れることがないように努めていきたいと思

っています。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）漏れがないように、連携してそういう仕組みをつくっていただきたいと思

います。本市だけの仕組みではなくて、やはりこの条例を制定するに当たって他都市とのさら

なる連携も私は必要であると思います。 

 それから、関連して、ワンストップで相談できる体制というのも必要です。犯罪に巻き込ま

れたら、自分で調べる余裕なんてまずないと思います。パンフレットを見たとか、どなたか支

援とか寄り添っていただける方からの情報提供を何回も目にして、やっと相談してみようかな

というふうになると思います。その情報提供の在り方について、警察や弁護士とか、ほかにも

様々な支援者との連携は市もされていくと思いますが、そのあたりの考え方を教えてください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 今言われました条例の実効性を確保して、犯罪被害者の方々が安心し

て支援を受けられる体制の構築というのは、市としても非常に重要なものだと考えております。

今、総合的な相談につきましては、これまでどおり福岡県犯罪被害者サポートセンター及び性

暴力被害者支援センター・ふくおかで行うようになっておりますけれども、まずここに情報、

それから警察のほうに情報が入ってくると思いますので、その情報を当然犯罪被害者の了解を

得た上で北九州市とも共有して、北九州市は今度、安全・安心推進課を中核としまして関連部

局で庁内連絡会議等を設置しておりますので、そこで総合的な支援体制を構築していきたいと

考えております。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）そのあたりのやっぱり漏れのない、支援が始まってから漏れがないという

のは多く議論されていると思いますが、なかなか支援につながらないということが大きな課題

であると思います。なので、市もこういう条例があります、相談窓口もあります、支援メニュ

ーもありますという点で、必要とする人が目にする機会がたくさんできることとか、資料を手

に取りやすい状況に、できるだけ多くの機会に、同じようなことですけど、目にする機会をつ

くる工夫というものをぜひしていただきたいと思います。 

 最後に、相談を受け付ける基準ですけど、これも要綱に定められるかもしれませんが、犯罪

に巻き込まれたということで相談を受けることになるんですが、被害が起こってからいつから、

いつからというのは犯罪が起こった後になると思いますが、いつまで対応できるものなのかと。

漏れがないという点で、個人個人によってそれぞれ心の持ちようも違いますし体の状態も異な

ると思いますが、いつまで対応するのかということです。 

 あと、本当に犯罪が起こったことにより引き起こされたことなのかという判断基準も要ると

思いますが、そのあたりの見解を教えてください。 
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○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 いつまで対応するのかというところですけど、ここは細かいことは、

例えば給付を伴うものにつきましては要綱の中で定めていきたいと思っておりますが、できる

だけ広く対応できるように考えております。 

 それから、判断基準につきましては、まずは実際に犯罪が起こったことを警察に確認するこ

とが一番かと思っています。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）警察の確認と、あとは因果関係ですよね。例えば医師の診断書を確認する

とか、そのあたりもですか。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 そこも細かいところはこれから要綱で定めていきますけれども、当然、

警察での事実確認、それから医師の判断になろうかと思います。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）分かりました。ほぼ要綱で定めて、また伝えていただけるということだっ

たと思います。２月議会から始まりますけど、当局の皆さんも大変だと思いますが、できるだ

け余裕を持って議論できる体制をぜひ整備していただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問、意見はありませんか。大久保委員。 

○委員（大久保無我君）条例制定に向けて素早く取り組んでいただいて、ここまでやっていた

だいて、本当にありがとうございます。 

 今の永井委員の話の中で、私も幾つか気になったことがあったので、質問させていただきま

す。 

 犯罪の定義のところで、判断基準ということだったんですけど、立件されたらやっぱりこれ

は犯罪になるのか。私、分からないのが、例えば痴漢、今よく痴漢で、えん罪があるじゃない

ですか。ああいうので、痴漢されましたという人が、いや、やっていないというやり取りの中

で、されたほうは、私は心に傷を負ったとなったときに、どの段階でこの人はいわゆる犯罪被

害者になるのかをイメージしていたんですけど、どの段階でなるのかなと、何かこの辺でもし

分かることがあったら教えていただければと思います。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 基本的には、警察が被害として認知したものはこの条例の対象になる

と考えておりますけれども、具体的な金銭を伴うものにつきましては、場合によっては一旦お

支払いするかもしれませんけれども、その後例えばえん罪ということが分かれば返却してもら

うということも今後要綱の中で検討していきたいと思っています。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）多分、これからいろんな経験値的なものを積んでいって、判断基準は
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いろいろ明確化されてくるんだろうと思いますけども、あと一点、周知のところで、これは理

事にぜひお伺いしたいんですけど、警察とのやり取りをしていく中で警察のほうから積極的に、

こういうのがちゃんとありますので御利用してくださいねと言っていただくのは、現段階では

福岡県の条例がありますけど、そういったこともやっているのか、やることができるのか、そ

こら辺についての考え方を教えてください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心担当理事。 

○安全・安心担当理事 それは可能でございます。今でも北九州市の見舞金は運用を開始して

おりますけれども、こういう制度があるよということは捜査側からも、県警の被害者支援相談

課がありますけれども、そこからも支援センターからも案内ができるように体制を整えている

ところでございます。以上です。 

○委員長（村上幸一君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）ありがとうございます。やっぱり情報が一番最初に入ってくるのは警

察のところでしょうから、ぜひよろしくお願いできればと思います。 

 最後に１点、他都市での犯罪の話もありましたけども、他県となったときはやっぱり他県の

警察になるわけですよね。福岡県内だったら、北九州市と福岡県との関係性から、情報のやり

取りというのはやりやすい部分はあると思うんですけど、他県となってくるとなかなか、人間

関係も特にないでしょうし、情報のやり取りとなったときは拒まれる可能性もあるんじゃない

かなと一瞬思ったんですが、そこら辺の懸念について何か見解があったら教えてください。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 まず、当然、被害がありましたらそこの都道府県なり市町村のほうに

も相談があると思いますので、その自治体と北九州市と情報をお互いにやり取りする仕組みを

つくっていきたいと思っておりますので、そこで漏れることがないようにしていきたいと考え

ております。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心担当理事。 

○安全・安心担当理事 ちょっと補足をさせていただきますと、福岡県の犯罪支援センター、

これは公安委員会の指定した早期支援団体というところでございます。これは全国にあります

ので、他都市で犯罪に巻き込まれた場合についてはそこで、居住地が福岡県であると、北九州

市であるということであれば、そちらから福岡県の支援センターを介して情報の共有は可能か

と思っております。以上です。 

○委員長（村上幸一君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）なるほど。警察同士でのネットワークがあるので情報が取れるよとい

うことの認識でいいんですかね。 

○委員長（村上幸一君）安全・安心担当理事。 

○安全・安心担当理事 捜査情報となると他県との共有はなかなかちょっと難しい部分があり
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ますが、当然、他県でも警察で犯罪被害者支援を十分に行っておりますので、そこの県の支援

センターとの情報共有、それから福岡県、北九州市という形で情報の共有はなされていくのか

なと考えております。以上です。 

○委員長（村上幸一君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）分かりました。ありがとうございます。以上で終わります。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問、意見はありませんか。すみません、ここで副委員長と交

代します。 

（委員長と副委員長が交代） 

○副委員長（大久保無我君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）今度新しくできましたが、定義に関連してお尋ねしたいんですが、この

定義は福岡県の条例にもあるのか、その県の条例との整合性はどうなのかをお聞かせいただき

たいと思います。 

 それと、定義の犯罪等のところなんですけど、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及

ぼす行為というのはどういったものを想定しているのか、お聞かせいただきたいと思います。

以上、２点です。 

○副委員長（大久保無我君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 県の条例にも同じような定義があるのかということですけども、県の

条例にも同じような定義がございます。ただ、市民等となっておりますところが県民等となっ

ているという違いはありますけれども、同じように定義がございます。 

 それから、心身に有害な影響を及ぼす行為といいますのは、いろんな犯罪がありますが、例

えばですけれども、サイバー犯罪とかもございますので、そういうところで、犯罪ですとかそ

れに準ずるもので影響を受け、それによって心身に非常に影響を受けたとかというのもこれに

想定されるかと思っております。以上でございます。 

○副委員長（大久保無我君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）２点目の課長の答弁で、ちょっと分からないんですけど、結局何が言い

たいのかというと、要するに罪刑法定主義というのがあるんですけど、犯罪は決められたもの

以外は犯罪じゃないわけですよね。だから、それに準ずるということは、言い換えたら、犯罪

ではないことにもなるわけですね。それに対してもそこの中に定義するのかという懸念があっ

たものですから、具体的にどういったものかを聞きたかったわけなんですけども、今の安全・

安心推進課長の説明、僕にはちょっと分かりにくかったんですが、再度御説明いただければと

思います。 

○副委員長（大久保無我君）安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 これについては、今後、逐条解説等、細かい部分をつくっていきます

ので、その中で明らかにしていきたいと考えております。以上でございます。 
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○副委員長（大久保無我君）村上幸一委員。 

○委員（村上幸一君）具体的なものがあったほうがいいなと思うんですよね。繰り返しますけ

ど、罪刑法定主義があるから、犯罪でないものを犯罪と同じように扱うのはちょっと疑義があ

るから、具体的にこういったものだと示されていないと、幅広く使われてしまって、被害者を

救済するという面ではいいかもしれないですけど、加害者の側になったら、犯罪でもないのに

ということになるといけないと思っているものですから、その辺は要綱の中で明らかにしてい

ただければと思います。今日はもうこれで結構です。 

○副委員長（大久保無我君）ここで委員長と代わります。 

（副委員長と委員長が交代） 

○委員長（村上幸一君）そのほか質問、御意見はありませんか。安全・安心推進課長。 

○安全・安心推進課長 ちょっと１点、補足だけよろしいでしょうか。すみません。今言われ

た件ですけど、例えばいじめとか虐待とかＤＶとか、犯罪ではないんですけれどもそういうの

も含まれるというところでございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）できれば要綱の中に分かりやすく入れていただければと思います。 

 それでは、ほかに質問、御意見はありませんか。なければ、次に参ります。 

 次に、北九州市地域コミュニティビジョンについて、報告を兼ね、当局から説明を受けます。

地域振興課長。 

○地域振興課長 地域コミュニティビジョン検討会議について報告させていただきます。 

 タブレットの北九州市地域コミュニティビジョン検討会議について（進捗報告）と題しまし

た報告資料を御覧ください。本日は、11月４日に実施いたしました第４回会議の内容について

説明をさせていただきます。 

 第４回目の検討会議では、第３回までの議論を踏まえまして、地域コミュニティーの将来像

に何が必要か、必要なポイントは何かというテーマで構成員の皆様に議論していただきました。

そのポイントの検討に必要な要素としまして、１点目、地域コミュニティーに関するアンケー

ト調査の結果について、２点目、行政から自治会等へ依頼している業務の洗い出しについて報

告をさせていただいたところです。また、検討の参考事例としまして、全市的な市民組織とし

ての町内会、自治会を持たないという特徴を持ちます武蔵野市のコミュニティー施策を報告い

たしました。 

 議論に当たりましては、これまでの議論や調査結果を踏まえて、地域コミュニティーの将来

像に必要な３つのポイントをたたき台としてお示しをいたしました。楽しさや興味からやりが

いへ、地域課題の解決に多様な力を結集、地域活動に必要な資源が循環する仕組みの３点を提

示し、構成員間で意見交換を行ったところでございます。 

 当日使用した会議資料は、参考資料１としてお配りしておりますこれまでの振り返りと本日

の議題について、それから参考資料２、北九州市の地域コミュニティーに関するアンケート結
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果を会議資料として使用しております。 

 会議の中身について説明させていただきます。まず、以前にもこちらで報告させていただき

ましたアンケートについて説明したいと思います。 

 資料１、これまでの振り返りと本日の議題と題しました資料の７ページを御覧ください。７

ページには、アンケートの概要をお示ししております。前回の報告と若干重複するところがご

ざいますが、アンケートにつきましては、１、目的に記載しましたとおり、地域活動にあまり

参加していない層の声を把握するため、２、手法にあるとおり、ウェブを用いたアンケート調

査を実施いたしました。３、実施時期にございますとおり、約２週間の調査期間を設けまして、

４、回答のとおり、5,964件の御回答を得ることができました。 

 回答者の属性につきましては、下部の円グラフのとおりでございますが、アンケートを広報

する際に、小・中学校の保護者の方が使われているアプリを利用させていただきました。その

効果もありましてか、円グラフの一番左に回答者の性別がございますが、性別は女性が約８割

と多い、その右側、年代を見ますと、30歳代、40歳代、50歳代を合わせまして約９割を占める

形になってございます。また、一番右の世帯構成のところでいいますと、２世代世帯という、

親と子供さんで構成される世帯が約８割となってございまして、いわゆる子育て世代の声がや

や強く反映されたアンケートになったかと思っております。今後、地域活動への関わりが望ま

れる世代という関連で申し上げれば、貴重な結果が得られたのではないかと考えてございます。 

 アンケート結果の全体につきましては、参考資料２、北九州市の地域コミュニティーに関す

るアンケート結果としてお配りさせていただいておりますので、全体については御参照いただ

ければと思います。この中から少しまとめたものを御報告させていただきます。 

 同じ参考資料１の15ページを御覧ください。こちらにアンケート調査結果のまとめを記載し

てございます。 

 １点目でございます。地域生活における困り事は何でしょうかという設問に対しまして、特

に困っていることはないとお答えになった方が約40％と最も多い回答になってございます。も

ちろん、困っているか否かと地域活動への参加は別問題ではございますけれども、困り事をな

かなか感じていらっしゃらない中で、自治会へ加入する、というような組織への参加というの

も動機づけが難しいことの背景が一旦確認できたかなと考えております。 

 一方で、２点目でございます。地域活動への参加状況を見ますと、70歳以上は62％が御参加

されているなど高齢者の参加が多い、また、世帯構成で見ますと２世代世帯の参加が低い、ま

た、居住形態でいいますと賃貸マンションは参加が低いという傾向にございました。 

 また、参加されていないという方に理由をお尋ねしてみますと、育児や仕事等でなかなか時

間、体力がないという回答が７割ということで、最も多かったところでございます。特に、子

育て世代はほかの世代に比べて時間、体力がないという回答が多い傾向にございました。 

 これを踏まえまして、今後の地域コミュニティーに必要なポイントとしては、なかなか困り
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事がない中でございますが、その家庭あるいは個人に合ったニーズや目的、テーマを入り口と

して地域活動なり互助活動への参加を図っていく視点が必要ではないか、あるいは、そのため

にもデジタル活用で地域活動の情報が届く、自分に合う参加方法、時間帯が選べるといった活

動形態が必要ではないかとお示しさせていただいたところでございます。 

 16ページを御覧ください。お住まいの地域外でも地域活動に参加されていますかということ

をアンケートで確認させていただきました。地域外でも御参加されるという方が12％いらっし

ゃいました。参加される内容としましては、祭り、イベント、清掃活動、子育て活動が多いと

いう内容になっております。目的やテーマによってはお住まいの地域の外でも参加をされると

いう実態が一定確認できたかと思います。現状、地域活動の担い手の不足や固定化が課題とさ

れる中、今後の地域コミュニティーにおいては、誰もが参加しやすいエリアを活動範囲として、

いろんな方々が連携していただけるプラットフォームのような考え方、環境づくりが大事なの

ではないかとお示しさせていただいたところでございます。 

 また、地域で住民主体で継続すべき必要な活動は何でしょうかとお尋ねしてみますと、ごみ、

防犯、防災、子育てなど、人の生命や健康と関連するものが多くなっておりました。また、地

域活動で得たいものは何でしょうかとお尋ねしてみますと、地域全体への安心感や愛着が

45.7％と最も多くなっておりまして、安全・安心に関わるものが回答としては多い傾向にござ

いました。 

 こうした地域へのニーズを踏まえまして、こうした活動に地域が注力していただけるよう、

場合によっては地域の役割をスリム化していく視点が必要ではないか、また、安全・安心のた

めには継続的な取組が必要となることから、地域の資源、例えば担い手の部分でございますと

か費用の部分ができることならば循環していく視点が重要ではないかというポイントをたたき

台としてお示しさせていただいたところでございます。 

 また、検討会議では、このアンケートのほかに、17ページ以降に載せております自治会等へ

の依頼業務の整理につきまして、また、19ページからは武蔵野市の事例をお示しさせていただ

いて、これらを踏まえて御議論いただいたところでございます。また、御議論の前提として、

23ページにお示しをしております、先ほど少し申し上げました地域コミュニティーの将来像に

必要な３つのポイントをたたき台としてお示しをし、御議論をいただいたところでございます。 

 報告資料にお戻りください。報告資料の１(2)に、構成員からいただいた御意見をまとめさせ

ていただいております。四角の中でございます。 

 ３つのポイントが将来像に必要だということにつきましては、おおむね同意をされました。

また、主な御意見として、子育て世代のアンケート結果は重要だと、子供を地域で育てる視点

で地域活動を考えていくことが大事ではないか。また、地域活動に参加できる仕組みが必要だ

と、子育て世代も隙間時間を活用してアイデアを発信したり、活動の意義に共感した人が資金

を提供したりする仕組み、支援したりする仕組みが重要ではないか。また、これからはデジタ
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ルが重要で、若い人を取り込むには有効である、活動のスリム化にもデジタル化は有効である、

慣れたシニアの方や若い方がデジタルを教える、助け合うなど、デジタルを接点としてつなが

りをつくっていくという視点も大事ではないか。また、自治会など個々の団体の在り方につい

てはそれぞれの団体がビジョンを踏まえて考えていくほうがいいのではないかといったような

御意見を頂戴したところでございます。意見交換の内容は以上でございます。 

 なお、実施した会議の詳細につきましては、市のホームページで議事録、動画を公開してお

ります。併せて御参照いただければ幸いでございます。 

 ２、今後の予定のところでございます。第５回の検討会議につきましては、地域コミュニテ

ィーの将来像に向けた具体的な取組、打ち手をテーマとして議論させていただく予定でござい

ます。日程は現在調整中でございます。 

 北九州市地域コミュニティビジョンについての報告は以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）ただいまの説明に対し、質問、意見を受けます。 

質問、意見はありませんか。伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）伊﨑です。よろしくお願いいたします。 

 私からは、まずコメントが２つと質問を幾つかさせてください。 

 １つ目です。コメントとしては、もともとこの資料に結構バックキャスティングとかイノベ

ーションみたいな横文字が躍っていたんですけど、今回の資料はそういうのが一切なくなって

いて、この委員会でもそういう話があったんですけど、それが反映されたのか、検討会の参加

メンバーさんからの要望か分からないですけど、すごく読みやすくなっていたので、御配慮い

ただきありがとうございます。 

 あと、アンケートですね。これも、地域活動に関わりにくい子育て世代に、学校で使われて

いるアプリを通して確認されているということで、すごく意義のある情報だなと思っておりま

す。その上で、質問を幾つかさせてください。 

 １つ目が、そのアンケートなんですけど、この検討会の議事録を拝見していても、やっぱり

そのアンケート、特にウェブだとお困り事が見えにくいんじゃないかという話が出ています。

実際に困っていることって、私も議員として活動していても地域の方が具体的に言葉にするの

はなかなか難しくて、観察している中で、実はここで苦労されているんだと見えてくることも

たくさんあると思っています。今後、市民の声を集めるために、市民が直接言葉にしたことだ

けじゃなくて、実際に起きている事象とかそういったものから検討していくことも重要かなと

思っているんですけども、そのあたりの御意見を伺わせてください。 

 ２点目が、ここまで４回の会議をいろいろ見てきて、ずっと抽象的な話をしている印象があ

ります。もちろんビジョンを策定するものなのでそれは仕方ない部分もあるかと思うんですけ

ども、町内会、自治会の皆さんは直近で担い手不足に非常に困っている中で、切迫感が弱いん

じゃないかなという印象がございます。残り１回の会議でこれからの具体的な方策について議
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論していくということなんですけども、これまで４回、そういった抽象的な話をしていて、残

り１回でそこまで具体的な結論に落とし込めるのか、不安があるんですけども、そのあたりの

進捗として間に合うのかどうか、見込みを教えてください。 

 あともう１個、視察された武蔵野市のコミュニティセンターについて、運営委員として30名

強の地域ボランティアの方が運営に関わられていると書いてあったんですけども、これが要は

町内会が存在しなくても代わりに武蔵野市の自治会、町内会活動を担っているという認識でよ

ろしいんでしょうか。 

 以上３点、お願いします。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 ３点御質問いただきました。 

 まず、１点目でございます。なかなか具体的な言葉で出にくいところからも、との御質問か

と思っております。 

 現在、このビジョンの策定に当たりまして、もちろんビジョン検討会議で御議論、御意見を

いただくということが一つございまして、そのほかに、今回のウェブアンケートもそうですけ

れども、個別の地域団体の御意見をいただいたり、あるいは各区の連合会の会議に出席をさせ

ていただいて、そこで実際に地域活動をされている方々の御意見を直接伺う機会を、これまで

現時点で都合60回以上いただいております。その中で、地域活動に尽力されている方々が日常

感じたことについての御意見をいただく機会というのを設けております。 

 一方で、今回のアンケートは、こうした直接の中ではなかなか把握ができない、参加されて

いない方々の声を集めることを目的として、ウェブで実施させていただきました。こういった

ことをバランスよくというか、全体をいろんなツールといいましょうか、いろんな場面を活用

して御意見をいただきながら今後とも進めてまいりたいと考えてございます。 

 また２点目の、議論が抽象的なところで、今後の具体的な打ち手に向けての議論でございま

す。 

 今後、先ほど少し申し上げました第５回の検討会議で、打ち手の議論にしっかり入っていく

と考えております。ここまで第１回、第２回では皆様から各課題の洗い出しというか御意見を

いただきつつ、３回目でビジョンの大本になりますコミュニティーの原点の考え方を確認、共

有をさせていただきました。今回報告しています４回目で必要なポイントについての議論とい

うことで、我々としては階段を一つ一つ踏ませていただいているという認識でございます。ま

た、５回目で具体的な打ち手の議論に入ってまいりますので、当然４回目でも少し報告しまし

た、例えばデジタル化といった具体的な打ち手につながる視点についても御意見を頂戴してお

りますので、そうしたことも踏まえて５回目の議論へ向けて進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 最後３点目、武蔵野市でございます。 
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 運営委員会ということで、私どもが伺ったのは、けやきコミュニティセンターでございまし

て、ここは運営委員さん30名強の方々で運営をされているということでした。中身として自治

会、町内会に代わるものになっているかといいますと、機能としては多少違うところがござい

ます。例えばごみステーションにつきましても、武蔵野市は戸別収集といった形を取っており

ますので、それが全て同じというわけではないんですけれども、コミュニティセンターの運営

委員の方にお話を伺いますと、コミュニティセンターのつながり、人のつながりの部分、イベ

ントでございますとかそういった企画はその運営委員の方々が担って、いろんなことを分担し

ながら運営をされているというお話でございました。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）丁寧な御説明誠にありがとうございます。 

 まず１点目、今回のアンケートはあくまで、これまで拾えていなかった声を拾うためだと理

解しました。議事録を見ていると、参加者の方も、これじゃあ声を拾えていない、高齢者の声

とかが入っていないんじゃないかとあったんですけど、そこは多分、事前に認識を合わせられ

ていなかったところもあるかもしれないので、そこは上手にコミュニケーションを取っていた

だければと思います。 

 ２点目の、第５回で打ち手の議論というところで、一応、課題の洗い出しのステップを一個

一個描いてビジョンへ落とし込んで、最後、打ち手を議論していくというステップでもともと

描いていかれているってことで、承知しました。ただ、打ち手としてデジタル化というのも、

例えば人手不足の中でデジタル化を進めていくみたいなふわっとした話で終わるんじゃなくて、

じゃあそのデジタル化を通して具体的にどこをどうやっていくのか、今後、現場が入っている

この検討会においてしっかり議論を進めていただきたいなと思っております。これは要望でご

ざいます。 

 最後、武蔵野市の件について、例えばごみは戸別収集されていたり、北九州市に比べて行政

が担っている部分がやっぱり大きいのが実情かなと思っております。なので、北九州市がそう

いった他市の事例を参考にする上で、一つ、行政とコミュニティーの役割分担についてもぜひ

今回メスを入れていただいて、特に実際に現場の皆さんが、今町内会で担っているけども、本

当はもう行政でやっていただきたいと思っているのがどこまであるか、あとは行政の財政状況、

そこのすり合わせも、こうやってコミュニケーションが取れるうちにしっかりと詰めていただ

ければと思います。私からは以上です。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問、意見はありませんか。宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）よろしくお願いします。 

 合計で３点質問させていただきたいんですけれども、まず１点目に、回答数5,964件とありま

すけれども、ｔｅｔｏｒｕを通じて配信を行った未回答を含む総配信数をまず教えていただき

たいと思います。 
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 ２点、３点、続くんですけれども、クエスチョン14の中にある、あなたは現在お住まいの地

域で何らかの地域活動に参加していますかの設問の回答で、以前参加していたが現在は参加し

ていないと答えた方、この方を対象とした地域活動に参加しない理由や負担を感じる理由は何

ですかの回答内訳を教えていただきたいと思っています。 

 恐らく、一度参加されて離脱した方というのが、ニーズを測る上ですごく重要な考え方を持

っている層だと考えています。なぜ離脱したのか、もう一度参加するとしたらどの問題がクリ

アになればもう一度参加してもいいか、そういった分岐質問を取られていないのであれば、そ

の理由を教えてください。取っていたら、大丈夫です。 

 以上３点、お願いします。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 １点目の、回答数のところのｔｅｔｏｒｕでお知らせをした数ですけど、約

６万件のお知らせをさせていただいております。 

 ２点目の、以前は参加していたけれども現在参加していない層のお答えでございます。現状

お示ししていますクロス集計としては、最も多いのは、時間、体力がないというのが多い傾向

は変わってございません。参加していない層のお示しとしては、参加していない層をクロス集

計してみまして、参加していないと、参加していけど今は参加していないという層を合わせま

して集計をしたところ、仕事、家事、育児などで忙しく時間、体力がないが70％という現状に

なってございます。 

 この最も多いという傾向はそれぞれでも一緒でございますけれども、細かい数字に関しては、

すみません、確認をさせていただければと思います。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）ありがとうございます。 

 ２点目の質問からになるんですけれども、さっき合わせて70.9％と回答されたと思うんです

けど、合わせなくてよくて、一度参加したけど離脱したという方だけに限定した理由の内訳が

知りたいです。 

 続けて３つ目なんですけど、この分岐質問についてそれは設問を取られていないっていう認

識でいいんですか。以上です。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 すみません、私の説明が。参加していないとお答えになった方と、参加して

いたれども現在していないという方については分岐がございます。すみません、今手元にある

数字が、その合わせた数字で70.9％が時間、体力がない、あと、合わせた数字については今手

元にございますけれども、それぞれについてのクロス分析は可能でございますが、今手元にご

ざいませんので確認をさせていただければと思います。ですので、分岐というか、それを分け

た形での分析は可能ということでございます。以上です。 
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○委員長（村上幸一君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）すみません、何度も何度も。 

 まず、２点目のことに関しては大丈夫です。もし分けた分のデータが、この14以降の設問全

てで、一度参加したけど離脱したという方のみのアンケートがデータはあると思うんで、それ

を見せてもらえたらすごく助かるなというところと。 

 ３つ目は、合計30ぐらいのこの質問以外の、一度参加していたけど離脱したという方だけに

絞ったアンケートの設問はあるかというところですね。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 大変失礼しました。その方だけがお答えになる設問はございません。以上で

ございます。 

○委員長（村上幸一君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）ありがとうございます。 

 であれば、その理由が知りたいんですよね。すごく重要な方だと思うんですよ。一度参加し

たけど、何かの理由があって離脱したわけじゃないですか。これが、全体的な結構抽象的な質

問に対する内容じゃなくて、さっき伊﨑委員が言ったように一人一人聞いていかないと分から

ないところ、自治体の関係が何かしら問題があるのかもしれないのかとか、自分のプライベー

トのこともあるとは思うんですけれども、いろんな要因を探っていく中で見つかる問題って

様々あると思うんですよ。一度参加したからこそ一番よく分かっている方々なんで、そこの対

象を取った内容というのはすごく大事だと思うので、取らなかった理由がもしあれば教えてく

ださい。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 一旦この冒頭の区分けのところで、参加している、以前参加していたけど参

加していない、参加していないという形は取れておりますので、その方々の今委員おっしゃっ

たところのゾーンを取り出して、それ以外の設問とクロス集計することは可能としております。

ですので、例えば参加している理由とか、あるいは、どういった活動に参加したいと思ってい

るか、あるいは、どういう活動が必要だと思っているかにつきましては、そういった層の方々

がそれぞれの設問に対してどうお答えになっているかはクロス集計が可能でございまして、で

すので、そのクロス集計を基に、その方々がどうお考えになっているかとの分析は可能という

ことで、限定した設問については設けていないところでございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）宇都宮委員。 

○委員（宇都宮亮君）ありがとうございます。 

 いろいろとごちゃごちゃになってしまった、僕の説明もちょっと悪くて申し訳なかったんで

すけれども、よければ、要望としてですけれども、このアンケートを取った、一度参加したけ

ど離脱したって方に対する追いアンケートとか、もしできれば一番いいなと思っています。ｔ
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ｅｔｏｒｕを通じて何かしらまだできることはあると思いますし、そもそも伊﨑委員が言われ

たように一人一人観察していろいろ話して聞くというのもすごく大事だと思うんで、要望とし

て、もっと深掘りして、それこそ具体的な方策に努めてもらえたらなと思っています。以上で

す。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問、意見はありませんか。村上直樹委員。 

○委員（村上直樹君）すみません、お願いします。 

 資料１の中の15ページ、さっき答弁でも何度か出ていたんですけども、不参加の理由が時間、

体力がないが多いと。特に子育て世代では他の世代よりも時間、体力がないの傾向が強いって

ことなんですけど、ここでいう体力というのはどういう意味なんですかね。10ページのクエス

チョン17に、地域活動に参加しない理由というのがあるんですが、ここは多分、時間がないと

いう書き方をしているんですよね。15ページは、時間、体力がない。この体力って何なのかな

と思って。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 設問の正確な文言は、仕事、家事、育児などで忙しく時間、体力がないとい

う回答の選択肢になってございまして、そうした活動によって、なかなか参加するだけの時間

や体力がないということで選んでいただいているものでございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）村上直樹委員。 

○委員（村上直樹君）時間、体力という、その体力って労力という意味合いなんですかね。ど

うなんだろう。体力って、身体的な体力がないってことなんですか。フレイルなのかって。そ

れとは違いますよね。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 アンケートの想定としては、体力がなかなかそこまでたどり着かないという

ふうな想定で設問としては設けてございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）村上直樹委員。 

○委員（村上直樹君）高齢者だと体力がないというのは分かるんですけど、子育て世代ってま

だ若いから、体力がないってことはあり得ないかなって思ったんですけどね。いいです。これ

何か意味がよく分からなかったなと思ったので。 

○委員長（村上幸一君）総務市民局長。 

○総務市民局長 すみません。私も皆さんもそうだと思うんですけど、子育て経験者として考

えてみますと、やっぱりあの頃というのは仕事も忙しいし子育てに追われて、それが終わると

へとへとになって寝てしまうとかという、そういった意味合いの体力がないと御理解いただけ

ればと思います。 

○委員（村上直樹君）分かりました。ありがとうございます。 

○委員長（村上幸一君）よろしいですか。ほかにありませんか。廣田委員。 
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○委員（廣田信也君）よろしくお願いいたします。２点お尋ねいたします。 

 今回のアンケートは子育て世代で女性がメインになっているかと思うんですけども、このア

ンケートを踏まえた話合いの中とかで、先ほど村上直樹委員もおっしゃっていましたけど、体

力がないというのもよく分かるのですが、例えばですけど、コミュニティーで子育て世代同士

が交流すべきとか、そういった御意見が出たのかどうか、もし出たのであれば教えていただけ

ればと思います。 

 ２点目が、資料の18ページ、自治会等の依頼業務について、本来果たす役割に応じたものは

何かということなんですけど、これに対しては、これを減らしたほうがいいとかそういう流れ

なのか、今後どういう動きを取られるのかを、今分かる範囲で構いませんので教えてください。

以上です。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 子育てについてでございます。アンケートの中で、あるいは検討会議の中で、

子育てに特化した御意見、御議論というのもございましたけれども、今回の検討会議の中では、

どちらかというと、子育てもそうですし、デジタルを媒介としてのつながりといったようなこ

とで、子育てに特化して何かこういったことをすべきという議論までには至ってございません。 

 あと、第４回の検討会議でございましたのは、報告資料にもありましたとおり、地域で子育

てをしていくと、子育て世代へのアンケートは大事で、子供を地域で育てる視点で地域活動を

考えていくことが重要だという御意見がございまして、地域の中でいろんな主体が連携をして

地域で子供を育てていく活動で地域活動をしていくということが大事ではないかという御意見

はあったところでございます。 

 また、資料の18ページのところの、行政から地域団体への依頼事項につきましてでございま

すが、こちらは18ページでもお示ししておりますとおり、件数としては平成29年当時では200

件ございましたものが令和５年当時では127件ということで、減少していく傾向にございます。

現状、地域団体の方の御意見を伺いましても、なかなか、依頼事項が負担になっているという

お声もいただいておりますので、全体として、コミュニティーの役割に応じて人のつながりを

どうやって生み出していくかというコミュニティーの役割に照らしまして、この活動は必要な

のかといった視点で、場合によっては依頼業務をスリム化していく方向での検討も必要ではな

いかと考えてございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）廣田委員。 

○委員（廣田信也君）ありがとうございました。 

 じゃあ、まず最初の子育て世帯の件なんですけども、地域で子供を育てていくところで、や

はり子育て世代の方で、自分の御家庭で自分のお子さんを育てるだけで精いっぱいだという方

は本当にたくさんいらっしゃると思うんですけど、逆にこれが地域の皆様と一緒にやることに

よって、そういった方々にゆとりが出て、そしてまた周りに影響を及ぼせるような、そういっ



- 20 - 

 

たコミュニティーのつくり方がうまくできたらいいんじゃないかなという思いで質問させてい

ただきました。ありがとうございました。 

 依頼業務については、今減っている傾向だけどもということで、私も実際周りを見ていると、

やっぱり人が足りていないというお声を現状でもたくさんいただいていますので、そこのスリ

ム化、でもどうしても必要なものもやはりたくさんありますし、減らしたら減らしたで、じゃ

あこれは誰がやるんだという問題も当然出てきてしまうんですけども、これからの議論をまた

注視してまいりたいと思います。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問、意見はありませんか。永井委員。 

○委員（永井佑君）先ほどの宇都宮委員の議論もありましたが、以前は参加していたが現在は

参加していない方々の内訳という話です。数字はあるという議論の内容だったと思いますが、

それは委員会で報告か、それとも後から教えていただけるんでしょうか。共有していただいた

ほうがいいと思います。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 アンケートのクロス集計をすれば、その数字は抽出可能でございますので、

御報告することは可能でございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）ぜひ教えてください。お願いします。 

 それから、このアンケートから何を読み取るのか、どう生かしていくのかというのが一番大

事なところだと思います。先ほどの、以前は参加していたが現在は参加していないという人の

ニーズもやはり必要ですし、伊﨑委員も言われましたが、これまで拾えていなかった声を拾う

アンケートだったということなんですが、子育て世代がほかの世代より時間、体力がないとい

う真っすぐな回答をしていることについて、やはり衝撃ですよね。 

 総務市民局長も言われましたが、自分自身の体験でも、仕事と子育てで頭が真っ白になりま

すよね。その状態で、じゃあ地域に出ていこうかという体力があるかというと、よっぽどのや

る気と本当に時間がないとできないと思いますし、今日の報告文書の中にも、隙間時間を活用

してということなんですけど、隙間時間をつくることすら難しいですよね。どうやってつくる

のか。じゃあ隙間時間ができれば地域活動ができるのかというわけではなく、その隙間時間が

できればもっと子供のために何かしてあげたいとか、家事をもっとできていなかったところに

したいとか、仕事をできていなかったところをしたいとか、いろいろ選択肢があるわけですよ。

その中で地域に出ていってもらうというのは、もうワンステップ、ツーステップ工夫が要ると

私は思いますので、そこの具体的な、何が必要なのか、地域に子育て世帯、今まで利用されな

かった人々にどうやって利用してもらうのかというのは本当に工夫が要ると思いますから、最

後の集計結果にも愛着とか必要だということが書いていますよね。これに関しても、地域全体

への安心感とか愛着とか、ここについては抽象的ですよね。なので、追っていくアンケートと、
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さらにこのアンケートを通してどういうふうに安心感だったり愛着を感じてもらうのかという

目標を立てて、仕組みづくりが私は必要だと思いますので、そのあたりの見解を教えてくださ

い。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 委員がおっしゃいました、今後どのように時間、体力がない子育て世代につ

いて地域活動へ参加していただくかという具体的な打ち手等につきましては、もちろん第５回

の検討会議で具体的な打ち手等々について御議論いただく予定となってございます。ただ一方

で、第４回の検討会議の中でも、子供を地域で育てるという視点、少し詳細に申し上げますと、

検討会議でも議論になりましたのが、保護者、地域、ＰＴＡのＯＢ等々を含めて一緒になって

子供を育てていく視点の活動も必要ではないかという御意見がございましたり、あるいは、子

供をメインのターゲットといいますか、メインに来ていただくようなイベントにつきましては

お子さんだけで来ることは少なくて、保護者も一緒に来るというところを一つ参加のステップ

としていけるんじゃないかと。あるいは、地域活動へ参加という設問を設けましたけれども、

この参加にもいろんな段階がございまして、本当にイベントへの参加者として行くパターンも

あれば、運営側に参加をするというようなところ、単にイベントを楽しむ方、それも大事なこ

とですけれども、イベントに参加者として来るということから、どう運営側に橋渡しをしてい

くかも大事ではないかという御議論も検討会議４回目でいただいたところでございますので、

こうしたことを踏まえまして今後検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）イベントと聞くと、やっぱりハードルが高いように感じるんですよね。イ

ベントといっても幅が広いじゃないですか。例えば乳幼児健診というか、市民センターでやっ

ている、ほのぼのふれあいの取組がありますけど、あれも一つの私はイベントだと思いますが、

例としてはこれも含まれるんですか。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 もちろん参加していただく一つのきっかけという意味では、イベントという

のは幅広な捉え方ができると考えてございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）自分自身も利用したこともありますし、そこで同年代の子供を抱えた保護

者の皆さんともお話ししたことがありますけど、やっぱり核家族になっていて、例えばパート

ナーの方は仕事でなかなか子育てに参加できていないということで、お母さんが一人で見てい

ると。おじいちゃんおばあちゃんも離れていて、今回初めてここに来てみましたと。子供の身

長、体重を測ってもらったりとか、市役所の職員の皆さんと話したとか、市民センターの館長

から寄り添った声をかけてもらったとか、１週間のうち初めて大人としゃべったと、あとはも

うスーパーのレジの人ぐらいですと言う人もいて、そういう人たちが子育て支援という関連し
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たイベントを通じて市民センターの役割とか、地域の役割をそこでつかんで感じていただける

と私は思いますし、地域の側も市民センターの側もそこで子供の成長とか発達とかを目にして、

小学生になって中学生になって勉強してもらったりとか地域の活動に参加してくれるようにな

っていく道筋はそこでできていくと思います。子供たちも保護者も、イベントという大きなハ

ードルではなくて、自分の生活の中で地域の役割というか、行っている取組が自分たちの生活

に少しでも楽になるものとか、必要な情報提供を得られるとか、そういう情報発信が必要じゃ

ないかなと思いますので、今回のこのアンケート調査から見て、体力がないと、しんどいと、

つらいという気持ちをこれを見て私は読み取りました。なので、そういう人たちに向けたメッ

セージとか情報発信をこのアンケートから生かしていくべきものだと思いますから、その辺の

今後の工夫をしていただきたいと思います。最後に、見解を教えてください。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 情報発信というところでございます。一つまた検討会議でも御議論ございま

したのが、これから特に子育て世代と言われるような、今地域活動を支えているより少し若手

の方々に関して、情報発信も含めてやっぱりデジタルというのが一つの大事なツールになって

くるということで、自治会、町内会内でのやり取りもデジタルを使ったものでやっていたり、

あるいは、いろんな情報を仕入れるのもデジタルというところが大事だという御意見もいただ

いておりますので、もちろん情報発信の中身も含めてでございますけれども、そういったこと

も踏まえながら、具体的なところも第５回の検討会議に向けて検討を進めてまいりたいと考え

てございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）地域・人づくり部長。 

○地域・人づくり部長 すみません、地域振興課長の答弁にちょっと補足させていただきたい

と思います。 

 今回の地域コミュニティビジョンの検討のきっかけというのは、地域を支える担い手不足と

いうところがあって、いかにいろんな世代の方々を地域のほうに取り込んでいくか、主体的に

入っていただくかがポイントだと考えています。そういう意味では、いろいろＤＸを使ったり

とか情報発信をしたりとか、いろんな打ち手が考えられるわけですけれども、１つの方法で何

か解決するというのは非常に難しいと思います。今回のアンケート調査結果によっても、やっ

ぱりそれ以前に気力、体力がないとか、大前提としてそういう能動的な気持ちにならないよと

いうところも分かってきたので、そこの深掘りはしっかりやっていくにしても、いかにちょっ

としたことでも参加することが地域に関わっていることだと理解してもらう、こういうきっか

けづくり、行動変容、こういうのも大事になってくると思います。いろんな打ち手を講じなが

ら、チャレンジしながら、若い人たちも自分たちは全く参加していないと思っているかもしれ

ないけれど実は参加しているんですよという気づきを与える、こういう場面も必要になってく

るかと思いますので、今後具体的な打ち手をいろいろ考えますけど、それ一つ一つで何か解決
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できることじゃなくて、複合的に総合的にいろいろ物を考えていって、何か一つでもヒットす

ればいいかなということでチャレンジしていきたいなと思っております。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問、意見はありませんか。吉村委員。 

○委員（吉村太志君）今、地域・人づくり部長がおっしゃったこと、本当に私も共感していま

す。同じ思いがあったんですけど、私、町内会の副会長をさせていただきながら、本当に地域

コミュニティーって非常に大事なものだなと。だけど、今言ったように、用事があって来られ

ない、仕事があって来られない、みんな各自いろんな思いがあります。 

 一つ住民の皆さんに知っていただきたいのは、こういう地域コミュニティーをやっていると、

自治会活動をやっています、何かやっています、来られるときには来てくださいねというよう

な、来られない人の理由を聞いて、それを合わせていくと、じゃあ今まで来ていた人が来なく

なる、いろんなこともあるかもしれません。それよりも、今しっかりと、市民の皆さん、住ん

でいる皆さんが防災でありいろんな地域の見守りであり、そして様々な地域の安全・安心、こ

ういったものをみんなに知ってもらうことが僕は大事なことではないかな、それだけでもみん

なが参加していることになるんじゃないかなと。 

 そういうような、私はみんなに知ってもらうことによって、いずれ時間があったら、こうい

うことをやっているんだなって、秋祭りをやっているんだなとか、夏祭りもやっているとか、

子供たちもじゃあ連れて行ってもいいかなとか、時には、今南海トラフ地震って本当に市民の

皆さんは非常に問題視している、そういう防災、こういう講習会があるんかなとか、何とか詐

欺とかがはやっているからどうしたらいいかなとか、そういうものなど、皆さんが興味を示し

たものには絶対やってくると思いますんで、まずは私たちは地域活動をやっているということ

をみんなに知ってもらって、いずれ皆さんに町内会に入ってもらう、任意かもしれませんが、

そういうものに何かできる形をこれから私たちは見いだしていかなきゃいけないのではないか

なと思いました。意見で終わらせていただきます。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問はありませんか。大久保委員。 

○委員（大久保無我君）私もちょっと、質問になるか意見になるか分かりませんけど、まさに

私の意見は吉村委員が言われたこととかなり近くて、やっぱり地域に入ってもらうということ

が一番大事で、地域に参加するとなってくると、最初にやらなきゃいけないイメージは例えば

地域清掃とか公園の草刈りとか、土日の早朝からみんなやるわけですけど、まさに体力がない

ってのは、多分、やっと休みが来たと思ったらそこで地域のことをやらなきゃいけないとなっ

てくると、ちょっとそれきついよなと先に考えてしまって、だったらもう参加する、加入する

のをやめとこうとかとなっていく、そうなってくると今度は地域に参加していない負い目のよ

うなものを感じて、だんだん申し訳ないなという思いもある、地域となかなか顔を合わせづら

くなっていく、参加しないが続いていく、そしてだんだん地域と関わりが薄くなっていくとい

う、こういうループに入っていくんじゃないかなという気がしないでもないです。なので、何
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かに参加してもらったらいいきっかけになるという話ももちろんあるんですけど、やらなきゃ

いけないことが当然あったり、さっきのごみステーションの話も清掃とかもそうでしょうけど、

そういうことも当然片一方であるってことになってくると、そっちがあるからお祭りとかイベ

ントとかにも行きづらいよねというふうになっていって、どんどん地域コミュニティー自体が

希薄になっていくというか、より参加しづらいものになっていくっていうものがやっぱりある

んじゃないかなということを感じます。 

 一方で、今役員さんをやっていただいている方とかはすごく頑張っていらっしゃるし、めち

ゃくちゃ忙しいんですよね。めちゃくちゃ忙しいのはよく分かっていて、２つも３つも役を持

っていたりする方もたくさんいたりとか、センター祭りとかだったら朝から晩まで駐車場だけ

にずっといる方とかもいらっしゃるんですよね。そういう方がいらっしゃる一方で、あの人は

入ってもいないのに公園は使っているとか街灯の恩恵は受けているとか、ずるいとか、そうい

うような地域の人たちの対立みたいなものも生まれてくるというのが、私は地域の役員の皆さ

んの忙しさというところが一つの要因であったりとか、やらなきゃいけないことに参加しづら

い話もたくさんあった上で、みんなが加入しづらいのかなというのもあるのかなということも

ちょっと思います。 

 一方で、ちょっとお伺いしたいのが、市内でも自治会、町内会がないところもあると思うん

ですが、そういったところの清掃であったり草刈り、除草、公園の除草とか防犯灯の設置みた

いなことに対するお金、こういったことを市はやっているのか、自治会、町内会組織がないと

ころに対してやっているのかについて、まず教えていただければと思います。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 町内会、自治会がないところでございますけれども、例えば防犯灯、あるい

は市政だよりの配布もそうでございますけれども、例えば市政だよりでございますと、一定の

数の世帯でグループを組んでいただきますと、そこに対して市政だよりの配布を委託するとい

う形で委託料をお支払いするという形で対応しているところはございます。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）公園の除草とかはどうですかね。課が違う、局が違うんですかね。 

○委員長（村上幸一君）地域振興課長。 

○地域振興課長 除草を具体的にどのようにやっているかは、恐らく都市整備局の所管になろ

うかと思いますので、すみません、こちらでは分かりかねます。失礼しました。 

○委員長（村上幸一君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）分かりました。 

 さっき愛着の話もありましたけど、基本的には自治意識なんだと思うんですよね。時々いら

っしゃるのが、自分たちは市民税を払っているんだと、だから市はこういうことをして当たり

前だと思っている方もいらっしゃるんですよ。私たちは北九州市に住まわせてもらっているわ
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けではなくて、私たち一人一人が北九州市なんですよね。例えば、自分の家にポイ捨てってし

ないじゃないですか。家の中で、ごみ箱に入れるじゃないですか。北九州市イコール自分の町

というふうな意識があれば、自分の家と同じだと考えれば、多分ポイ捨てってしないと思うん

ですよね。だけど、ごみを取るのは市の仕事とか草を刈るのは市の仕事みたいな話で、税金を

払っているんだから市がサービスするのは当たり前だと考えていらっしゃる方もいると思うん

ですけど、自治意識がきちんとあれば、自分が住んでいる地域は自分たちで管理しなきゃいけ

ないというところは当然あると思いますし、そういう町の構造というか、地域は市民の手で当

然きれいにしながら、そういうのが積み重なって市が成立しているという意識を持っていただ

くような取組がなされていかないと、なかなか自治組織というところに考えが及ばないのかな、

自治組織に参加して、地域にごみがあったら拾おうとかという意識になかなかつながっていか

ないのかなということも一方で思いました。 

 私としては、そういう意味で、意識の積み重ねの繰り返しなんだろうと思いますので、地域

のコミュニティーをつくっていくということに関しては、何と言ったらいいか分からないです

けど、そういう取組をしていただきたいと。 

抽象的な話で申し訳ないんですけど、それがやっぱり、長くなってすいません。前、私が大

学院へ行っていたときに、ボウリング・アローンという本があって、これがどんな本かという

と、ボウリングサークルの数はどんどん減っていくのにボウリング愛好者は増えているという

現象がアメリカで起こっているという話があって、どういうことかというと、結局、人と関わ

りたくないんだ、だけどボウリングをしたい人は増えているみたいな話があったんですね。た

だ、ボウリングをやっている人が増えていけば、後からやり方によってはボウリングサークル

も当然増えていくことはできるはずだという考え方なんだと思うんですけど、そういう意味で、

さっき吉村委員が言ったように、地域の参加者を増やしていく、要は自治会に加入するだけで

いいんですと、あなたはそれだけで参加していますよというところの声かけというか、それだ

けでまず大丈夫です、そしたら徐々に、役員さんたちが頑張っているから、じゃあ時々参加で

きるとき参加しようとか、お祭りをやっているから行こうとかというふうに、ちょっとずつ階

段を上がっていけるようになると思うんですよね。なので、参加イコールごみ掃除しなきゃい

けないとか、これこれの手伝いしなきゃいけないとかというようなことがついて回るような状

況が、やっぱり今の自治会になかなかみんながハードルを感じている部分ではないかなと。 

 すみません、ここは長くなりましたが、意見ということで聞いていただければと思います。

以上です。 

○委員長（村上幸一君）意見でよろしいですか。ほかにありませんか。 

 なければ、次に、市民センターの多目的利用について意見交換を行うに当たり、多目的利用

開始後の状況などについて、当局の説明を求めます。市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 着席にて失礼いたします。 
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 それでは、市民センターの多目的利用の状況について報告いたします。 

 報告資料、市民センターの多目的利用の状況についての１ページを御覧ください。 

 初めに、多目的利用の概要についてです。 

 市民センターでは、多様な主体による全世代参加型の地域コミュニティーの構築を目指し、

若者や子育て、現役世代の利用を促進するため、市民センターの利用条件を見直し、令和７年

４月より市民センターの多目的利用をスタートいたしました。本年４月より利用者登録の受付

を開始し、５月20日より利用予約の受付を開始しております。 

 次に、多目的利用開始後の状況について説明いたします。 

 まず、多目的利用者登録件数についてです。 

 多目的利用による市民センターの利用につきましては、事前に区役所で利用者登録の申請を

行っていただき、多目的利用者登録証の交付を受ける必要がございます。この多目的利用登録

について、令和７年９月末時点で238件の登録を行いました。 

 次に、多目的利用件数についてです。 

 ９月末時点で、市全体で87館において558件の利用がありました。区ごとの状況といたしまし

ては、門司区は10館において121件の利用があり、小倉北区は11館で49件、小倉南区は13館で69

件、若松区は９館で76件、八幡東区は12館で71件、八幡西区は25館で144件、戸畑区は７館で28

件の利用となってございます。 

 また、対象世代別の利用状況といたしましては、学習教室や書道教室など、若者や子供を対

象とした利用が157件、料理教室や縫製教室など、現役世代を対象とした利用が245件、リトミ

ック教室やベビーマッサージ教室など、子育て世代を対象とした利用が７件、健康サロンや体

操教室など、高齢者を対象とした利用が５件、ウクレレ教室や書道教室など、特定の世代を対

象としない利用は144件となっており、制度の趣旨である若者や子育て・現役世代の利用が多く

を占めております。 

 次に、利用件数の比較についてです。 

 市民センター全体の有償貸付部分の利用件数は、多目的利用開始後の本年４月から９月末ま

での状況を前年度と比較しますと、令和６年度は13万4,282件、令和７年度が13万4,375件とな

っており、前年度を上回る数字で推移しております。このうち多目的利用の利用件数について

は、令和７年５月の17件からスタートいたしまして、６月以降は100件を超える利用件数となっ

てございます。 

 資料の２ページ目を御覧ください。 

 市民センターの利用者数についてですが、多目的利用の開始後、本年４月から９月末までの

状況を前年度と比較しますと、令和６年度が152万4,155人、令和７年度が161万740人となって

おり、利用者数は前年度を上回る数字となってございます。 

 なお、多目的利用に当たってのトラブル事例についての報告は受けておりません。 
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 次に、利用者の感想、職員の意見についてです。 

 利用者からいただいた主な意見といたしましては、まず、よい点として、使用料が安く、施

設として使いやすい。児童の徒歩圏内にあり、子供向けの教室等が実施しやすい。身近な場所

でイベント等が開催されるため参加しやすい。これまでになかった児童対象のダンス教室が始

まってうれしいなどの感想をいただいております。 

 また、悪い点といたしましては、使用の都度、紙で申請書の提出が必要など、使用手続が煩

わしい。直前まで予約できないため、イベント等を実施する際の周知期間が取れない。市民セ

ンター内でチラシやポスターの掲示ができないため、講座等の参加募集が難しいといった意見

もいただいているところです。 

 次に、市民センター館長、職員の主な意見といたしましては、まず、よい点として、これま

で市民センターを利用していなかった若者や現役世代の来館が増加した。多目的利用の導入に

合わせた広報により市民センターの認知が広がり、全体の利用者が増加したといった意見がご

ざいました。 

 また、悪い点としましては、直前まで予約できないため、問合せの段階で利用を諦める人が

多く、利用のニーズを取り込めていない。市民センターとして多目的利用のイベントや講座等

をＰＲすることができないため、多目的利用による来館者の呼び込みやにぎわいづくりに取り

組むことが難しいといった意見もいただいているところです。 

 資料の３ページを御覧ください。 

 最後に、利用促進に向けた取組や広報の状況についてです。 

 市民センターをはじめ区役所など主要な公共施設等において、チラシの配布及びポスター掲

示を行っております。また、市政だよりへの掲載や市ホームページへの掲載、市ＳＮＳによる

配信に加えまして、地域情報誌への掲載や、経済団体のメールマガジンによる配信など、多様

な媒体を通じて情報を発信してございます。まだ制度がスタートして半年余りではございます

けれども、より多くの方に御利用いただけるように、効果的な広報などを行い、多目的利用の

取組を積極的に進めてまいりたいと考えております。 

 以上で市民センターの多目的利用の状況について報告を終わります。 

○委員長（村上幸一君）ありがとうございます。 

 それでは、当局の説明を受けまして、委員間で意見交換を行いたいと思います。今の多目的

利用について、委員の皆様から御意見がありましたらお願いしたいと思います。伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）御説明ありがとうございました。 

 当初の目的にかなう利用状況であるということで、安心いたしました。引き続き、利用者の

拡大に努めていただければと思います。 

 その上で、先ほどお話がありましたとおり、利用者さんも市民センターもともに、予約が１

か月前でイベント告知が難しいというところと、市民センター内に告知掲載できない、これが
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人集めが難しいと改善点として挙げられているんですけども、この２点に対して今後の対応は

今どのように御検討されているんでしょうか。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 まず、予約の時期についてです。もともと昨年度まで、市民センタ

ーの地域活動で、１か月前からの予約とさせていただいておりました。今回、この多目的利用

の導入に当たりまして、地域の方には２か月前から予約をいただきまして、空いているところ

は１か月前から今回の多目的利用を使っていただくということでスタートさせていただいてお

ります。 

 いろいろお話を聞かせていただくと、やはり空いているところを確認してイベントを組むま

での時間がなかなか難しいんですと。私がお伺いした中では、例えばお子さんのダンス教室を

やられている先生がいらっしゃいました。ふだんは小倉の中心街で教室の講師、教えることを

やられている方でして、小学生とかはなかなか小倉まで通えないので、市民センターが利用で

きるとすごく助かりますという御意見の中で、館長さんとすごくコミュニケーションを取られ

て、空いているところ、空きそうなところを事前に教えていただいて計画を立てていますとい

うお話をいただいたところです。 

 ですので、まだ半年ですので、予約時期の１か月をちょっと拡大してとまでは今のところ考

えておりませんけれども、そういった関係性の下に、空いているところをうまく使っていただ

くということと、あともう一つは、来年度からオンラインの予約システムの導入を予定させて

いただいております。これのすごいメリットといたしましては、市民センター136館、空いてい

る館をすぐ検索ができるようになりますので、今、１か月前でも取りにくいんですとおっしゃ

っている状況で、一件一件確認をしてとか、なかなか手続に煩雑さがありますけれども、そう

いった方面でもちょっと改善ができていくのではないかなと思っております。 

 あともう一つは、多目的利用のＰＲを館内でできないというところです。地域活動とは一つ

区切りを設けさせていただいている制度設計ですので、これもなかなか、通常どおり館で御自

由にどうぞとはいきませんけれども、今御意見をお伺いして我々の試案として考えているのは、

例えばですが、館の中に今回の多目的利用でＰＲできるスペースを限らせていただいて、そこ

でうまく使っていただくことができないのかとか、地域の方等の御意見もいただきながら、ど

ういった形ができるかというのを今後考えていきたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（村上幸一君）伊﨑委員。 

○委員（伊﨑大義君）ありがとうございます。 

 様々な対応を既に検討いただいているということで、この間私も市民センターへ伺った際に、

今地域活動としてやっている団体さんも高齢の方が多くて、次の世代の人に入ってほしいとい

うことをかなり悩んでいらっしゃったので、多目的利用を通して市民センターに行った方が、

そういった今まであった地域活動にもうまくつながっていくように、何かそういう設計とか、
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逆に今まで地域活動されていた方にも多目的利用を促してみることによって、入り口として、

講師を呼んでみて、広く集めて、そこから実はこういう地域活動をやっていますよみたいなＰ

Ｒになるとか、そういった既存の活動をされている方々にも多目的利用が実はプラスに働くこ

ともあると思うので、当初は私もちょっと引いたところはあったんですけど、始まってみて、

いろいろお声を私もいただいているので、そのあたりのメリットについても、今まで活動され

ている方もバッティングするものではないと、うまく使ってほしいというところをぜひ今後も

アピールいただけたらなと思っております。私からは以上です。 

○委員長（村上幸一君）ほかにありますか。廣田委員。 

○委員（廣田信也君）よろしくお願いします。 

 私も質問したい内容は、基本的には伊﨑委員とほぼ一緒だったんですけれども、何点か追加

でお聞きしたいところがありまして、まず予約の状況の件についてなんですけど、キャンセル

ポリシーというんですかね、いつまでにキャンセルしないと費用が発生しますよとか、あと、

１つの日程について例えば複数で日程が押さえたりできるのか、現状どういう対応になってい

るのかを教えてください。 

 あと、オンラインのシステムは今後どうなのかということ、先ほど答弁で、進んでいるとの

ことだったので、これは安心いたしました。ＰＲの件も気にはなっていたんですけども、これ

からいろいろと考えていかれるということなので、今後の進捗に期待します。 

 今、市民センターの利用がだんだん増えてきているので、これからますます利用者が増えて

いっていただきたいなと思います。なので、先ほどのキャンセルポリシーの質問だけよろしく

お願いします。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 今、市民センターの手続といたしましては、まだオンラインを導入

しておりませんので、まず予約するときに部屋の使用料を払っていただきます。また、当日に

空調等を使えば、空調の費用を払っていただくことになっております。 

 部屋の使用料については、当日急にキャンセルされた場合にはお返しはしません。天災とか

そういった避難所になったりする関係で、我々のほうからそこを空けてくださいというときは

お返しはいたしますけれども、ただ事前に、例えば１か月後に取ろうと思っていましたと、で、

実はちょっと用事ができてそこは無理なんでキャンセルさせたいというときは、お返しは事前

にはしますけれども、当日急にキャンセルというのはお返しはしないというところがまず１点

目です。 

 あと、複数の予定日を、どこを使うか分からないけど２つ、３つとか、３日間仮で押さえさ

せてくださいというのは、現状は受け付けておりません。以上です。 

○委員長（村上幸一君）廣田委員。 

○委員（廣田信也君）ありがとうございました。 
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 まず、同時に押さえたりはないということで、一つ承知いたしました。 

 あと、追加でお尋ねなんですけど、当日の場合はお返しできないということなんですけど、

じゃあ前日より前であれば特に費用はかからないという認識でよろしいのでしょうか。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 すみません、私の答弁を修正させていただければと思います。部屋

の使用料については、予約をされて支払っていただいて、その後キャンセルする場合、お返し

はしない取扱いになってございます。すみません、そこは修正させていただければと思います。 

○委員長（村上幸一君）廣田委員。 

○委員（廣田信也君）ありがとうございます。じゃあ、押さえた時点で費用が発生していると

いうことなので、乱発して取ったりという状況にないというところは一つ安心をいたしました。 

 私からは、先ほども言ったとおり、これからますます増えていけばいいなと思っていますの

で、引き続きいろいろと進捗を見ていきたいなと思います。以上です。 

○委員長（村上幸一君）ほかにありませんか。鷹木委員。 

○委員（鷹木研一郎君）この報告書を見させていただきまして、好事例の成果がしっかりと数

字に表れてきたのかなということを実感しております。 

 昨年、この多目的事例が12月議会に議案で出されたときに、安全面の確保などからいろんな

懸念事項も出ましたけれども、そういったことは一切払拭できたのかなというのが私の考えで

あると思いますけれども、その点についてまずお考えを聞かせていただきたいと思っておりま

す。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 今委員がおっしゃられたように、開始前は、制度を長年一定のルー

ルで変えていませんでしたので、いろいろ御不安のお声というのを私も多くいただきました。

そのお声としては、今地域活動をやられている方が活動できなくなったりするのではないです

かというのが一つ大きなところです。 

 もう皆さんもお声を聞かれていることもあるとは思いますけど、私もいろいろ回らせていた

だきまして、地域活動に影響が出ているという事例は、報告は受けておりません。むしろ、あ

るまち協の会長さんのお話をお伺いすると、今まで市民センターに関心のなかった方が、今回

多目的利用ということで、よくも悪くも話題になって、私たちもしっかり安心して使っていた

だけますよと広報にも努めさせていただきました。そういった中で、今までお越しにならなか

った方が、多目的利用だけではなくて、地域の講座だったりに興味を持っていただいて参加い

ただいているという、そういった行動も見える化されてきていますと、非常にいい循環になっ

ていますよというお声もいただいているところです。以上です。 

○委員長（村上幸一君）鷹木委員。 

○委員（鷹木研一郎君）ありがとうございました。 
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 私もいろんな聞き取りもさせていただきまして、地域の方と、以前にもこの委員会でもお話

をさせていただいたんですけれども、僕の地元では懸念をされる方はほぼいなかったというか、

全くいなかったんです。ただ、いろんなお考えがあるのもそれも事実でしたでしょうし、そう

いったことが完全に払拭されて、この好事例がこの数字に出てきているということは、附帯決

議とかも出されましたけれども、私自身も自戒の念を込めて、必要なかったのではないかなと

いうことを改めて思ったところでございます。 

 今こういったことで地域から大変に歓迎をされているということなんですけれども、先ほど

から議論されております地域コミュニティーの活性化とか参加とか、本当にこういったものの

特効薬が私はこの多目的利用であると思っておりますし、悪い点ということで書かれているん

ですけれども、なかなか予約が取りにくいとかイベントが周知しづらいとか、こういったこと

を解決するように行政としても取り組んでいただいて、今まで地域コミュニティーとか市民セ

ンターとかそういったことと関わりがなかった方に、こういったことを通じて地域に入ってい

ただく。この声を見ても、若者とか子供とか現役世代とか子育て世代とか、本当にこういった

方々に新しく地域に入っていただくことで私は地域コミュニティーが存続していくと思ってお

ります。 

 ということで、この多目的利用、これからもまた、いろんな課題もあるかもしれませんけれ

ども、多くの市民の方がこの多目的利用に関わっていただける施策を取っていただきたいと思

いますけれども、最後に御意見をいただけたらと思います。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 ありがとうございます。市民センターの敷居を下げるといいますか、

いろんな地域の方の利用の方策が広がるルールの変更だと思っております。まずは、こういっ

たことができるようになったというのをより多くの方にしっかり知っていただきまして、来年

度もオンライン予約システムを入れさせていただいたり、市民センターがより使いやすいよう

に積極的な取組を進めていきたいと思っておりますので、ぜひ御協力いただいて、よいものに

していきたいと考えております。 

○委員長（村上幸一君）鷹木委員。 

○委員（鷹木研一郎君）ありがとうございました。新しいことを始めるときはいろんな意見が

あると思いますし、しっかりとその意見にも説明をしていただいて、やっぱり我々は市民のた

めに行政はあるものだと思っておりますし、こういった施策は自信を持ってどんどん進めてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（村上幸一君）ほかにありませんか。 

 その前にちょっと申し上げますが、執行部に対する質問については、事実確認など、必要な

範囲内だけでお願いします。あくまでも委員間での意見交換ということにしていただければと

思っております。それでは、村上直樹委員、どうぞ。 
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○委員（村上直樹君）利用者数がこの半年間どんどん増えていっているかと思うんですけども、

最終的に6,242人増えたということなんですけども、市民センターの各館の利用率も上がったと

思っていいんですかね。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 利用率についての御質問です。利用率につきましては、１ページ目

の利用件数ということで、１部屋を予約いただく回数、どれだけ埋まるかというので利用率と

いうのを計算しております。こうやって見させていただくと、昨年度と同等か少し多いような

数字で推移しています。ただ、利用者数はかなりぐっと増えていますので、例えばひまわり文

庫とか、市民センターの無料で使っていただけるゾーン、私もいろいろ回らせていただきます

と、市民ホールで高校生だったり中学生が勉強されていたりとか、そういった人数も増えてお

りますので、利用率は１年間通してでないと我々も積算が最終的にはできませんけれども、昨

年度と同水準か少し上回るような数字で推移しているのではないかと考えております。 

○委員長（村上幸一君）村上直樹委員。 

○委員（村上直樹君）ありがとうございます。コロナ前は、市民センターを予約するのにも苦

労しているという、そういう要望を結構いただいていたんですけども、コロナ後は利用率が本

当に下がってしまったということで、今回この件で利用率も多分上がるだろうというふうに期

待はしているところでございます。 

 それで、先ほど鷹木委員も言われていましたけれども、始まったときにいろいろ懸念事項を

言われていたんですけども、この半年間で特に、その前に、この558件というのは全て営利目的

だと考えていいんですかね。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 多目的利用に該当するということで、今まで料金を取って人を集め

てというのができませんでしたので、営利と言われると、500円が営利なのかとか、いろいろ議

論は運営側にはあると思いますけれども、そういった費用を伴うような活動のものと考えてい

ただいたらと思います。 

○委員長（村上幸一君）村上直樹委員。 

○委員（村上直樹君）この半年間で、特に懸念されていたトラブルみたいなものって起こって

いないですよね。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 いろいろ御相談はもちろんありました。例えば、市民センターで

5,000円という料金設定がありますので、その範囲内に入っているかとかというのをヒアリング

させていただく中で、ちょっとこれは違うかもしれませんねということで、分かりましたとい

うことで、通常のやり取りで納得していただいたり、あと、何件かあったのは、地域活動でで

きることを多目的の新しい枠組みで初めてできるようになったと感じておられる市民の利用者
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の方もいらっしゃって、そういった方は、今までどおり地域活動の枠組みでそういうのはしっ

かりできるんですよって御案内したりとか、そういった形でいろいろやり取りの中でお話はさ

せていただきますけれども、いわゆるトラブルという報告は受けておりません。 

○委員長（村上幸一君）村上直樹委員。 

○委員（村上直樹君）分かりました。安心しました。以上です。 

○委員長（村上幸一君）いいですか。ほかにありませんか。小金丸委員。 

○委員（小金丸かずよし君）小金丸です。よろしくお願いします。意見交換ということで、私

の意見を述べさせていただきます。 

 先ほど鷹木委員からもおっしゃられたとおり、私もしっかりと多目的利用についての状況把

握そして分析を行っていただきまして、非常に心強い気持ちになっております。市民の方から

いろんな御意見等ありまして、私のほうにも、こういった事例は市民センターが使えるのって

いう質問も多々この数か月あったんですけども、しっかり分析ができておりまして、これをお

返しできるような気持ちになっております。 

 その中で、１点だけ意見といいますか、ここに利用者の感想、職員の意見がございまして、

私が思うには、このよい点の反対語が悪い点であるはずがないと思っているんです。よい点が

あれば、悪い点じゃなくて改善点ですね。こういったことがあるからこういうふうに改善する

という項目を今後付け加えていただければ、もっと前向きな報告書といいますか材料になるか

と思いますので、例えば周知のやり方であったりとかオンラインでの予約とかございましたけ

ども、その辺を強調していただければ、もっと市民の方が安心して利用できる環境がつくられ

るかなと思います。意見です。 

○委員長（村上幸一君）ほかに御意見はありませんか。永井委員。 

○委員（永井佑君）まず、事実関係の確認なんですが、制度として始まって半年余りという発

言が市民センター担当課長からありましたが、市としては、こうした調査を今回出していただ

きましたが、これで多目的利用に関して検証し終えたということなんでしょうか。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 今回お声がけいただきまして、まず途中段階として状況を報告させ

ていただいたというのが今の状況です。この制度を本当によくしていきたいと思っております

ので、もう少し利用が進みましたら、利用者の声をまた改めて聞かせていただいたり、今の状

況の分析というのは改めて我々のほうでやらせていただきたいと考えております。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）分析が必要だと思います。来年の決算議会では一つ大きな議論になるとこ

ろだと私は思っていますので、先ほどの地域コミュニティビジョンの関係にも絡むことですか

ら、分析結果を出していただきたいなと思います。 

 今までも、トラブルはないと、地域の活動を阻害してはいないということだったと思います
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が、私のほうに届いている声としては、やっぱり議会で議員の皆さんがチェックをしていただ

いたからという声で、トラブルがないという声もあります。その中で、ＮＰＯが、市の後援、

つまり営利目的でない証明を出して後援を取っているのに多目的利用を活用することに矛盾が

生じていて、ＮＰＯ関係者が利用を控えるようになっていると、そして、市民センター本来の

地域の活動を促進する部分がそがれている状況もあります。それまでは各市民センターで許可

を取ってイベントをしていたが、多目的利用の線引きができたことで、利用しなくなっている

こともあります。こういう点でいえば、多目的利用はそれを促進する役割を果たしていないと

いうことです。 

 ある程度そういうところは館長権限で利用許可を出すなど柔軟な対応も私は要ると思います。

これは事実関係だと思いますから、それはできるのか、それとも検討できる余地があるのか、

そこだけ教えてください。 

○委員長（村上幸一君）市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 ＮＰＯ関係の方で以前利用されていて、利用できなかったというお

話がございました。市民センターでＮＰＯの方が市民講座という形でやられている場合と、Ｎ

ＰＯ単体でいろいろ講座料金を取ってやられる場合と、大きく２つあるかなと考えていまして、

前者は今までもずっと御利用いただいていました。後者については、今回、多目的の枠組みで、

単体でもいろいろな活動ができますということになっております。そこで、個別案件ですので、

どうこうというのはここではお話はできないんですけれども、そういった枠組みの中で少し行

き違いもあるのかもしれないなと今お話を聞いて感じたところです。 

 館長の権限でというところでございますけれども、市民センター主催というのはもちろん館

長が主体となってやっていきますので、そういったイベントといいますか講座というのは引き

続き可能です。ＮＰＯが独自で市民センターで活動されたいというのは多目的の分野でももち

ろんできますので、そこは今後、もし個別にあればやれればいいなと考えております。なので、

ＮＰＯの利用のルールについて特に変化が、今回変えましたよというのはありませんので、ま

た個別の案件があれば御相談いただければなと思います。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）分かりました。 

 まず、問題意識としては、そもそもこれまでの市民センターの在り方を大きく変える方針転

換でした。それにもかかわらず、もっと十分に議論すべきところだったなと私は今でも思って

います。 

 この市民センターでの営利目的を可能とする条例改正案が議会に提出されたのはちょうど１

年前、12月議会の前、始まったぐらいでしたね。なので、現場は非常に混乱もしましたし、悪

い点に書いてあるように、市民センターが広報できない問題があるのは私は根本の欠陥である

と思います。半年余りということで、これで増えたという流れにはなっているかもしれません
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けど、市民センターがさらに地域のニーズを聞くためのアンケートだったりとか広報のほうに

力を割いたほうが利用者は増えると考えています。先ほどの地域コミュニティーの議論でも発

言しましたが、アンケートを見てみると、地域活動に参加しない理由として、約３割が、活動

を知らないという回答もあります。このような問題点、課題などの検証もまだまだ必要だと思

いますので、連携していただきたいなと思います。 

 これからの検証になりますが、課題整理とか対策をされないまま、多目的利用者の意見を踏

まえて、地域団体と同じように２か月前に予約可能とするようなことを検討するとしたら、そ

れはそもそもの条例改正時の議論を根本からひっくり返すことになるということになりますか

ら、そこは指摘をさせていただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（村上幸一君）ほかにありませんか。よろしいでしょうか。大久保委員。 

○委員（大久保無我君）まず、意見から先に言わせていただきます。 

 当初このお話が出たときは、貸し方とか借り方、それから責任の範囲とか、どこまで貸せる

とかが明確になっていない中で、市民センターの利用拡大という話があったものですから、そ

この点に対してはやっぱり議会の中でも様々な議論もありましたし、いろんな意見が出たとい

うことがありました。それに対応して、市としても対応できるような仕組みを考えていただい

て現在の状況に至っていると、トラブルなく利用が進んでいるということで、そういう意味で

は、私は議会の中で議論ができたというのは意味があったなとも思っています。 

 ちょっと聞きたいのは、地域の内外の利用ですね。市民センターのある地域、校区だと思う

んですけど、そこの内外の利用って、区別って分かるんですかね。 

○委員長（村上幸一君）それは多目的利用についてということですか。そこだけに限定して答

えてください。市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 小学校区の中の方か外の方なのかというものの数字は持ち合わせ

ておりません。 

○委員長（村上幸一君）大久保委員。 

○委員（大久保無我君）ありがとうございます。 

 いや、何でこれを聞きたかったかというと、利用者数を見ていくと、率でいうと５％ぐらい

の増加になると思うんですけど、多分、今のところ１年目ということで、今から周知が広がっ

ていくと、まだまだこれから増えていく可能性は多分にあると思うんです。そうなってくると

当然、地域の外からもたくさん人が来るんじゃないかなと思うんですね。そうなってきたら、

今の市民センターの駐車場の台数って多くて20台くらいなのかなと思うんですが、たくさん使

われたりとか、例えば多目的ホールをばっと使ったときに、多目的ホールで大きなイベントじ

ゃないけど、たくさん人が集まることをやっている、でもほかの部屋でもいろいろやっている

となると、駐車場の台数的には多分足りないんだろうなと思うんですよね。そこも、一方でた

くさん使ってほしいんだけど、一方で駐車場が足りないというところでは、そこに制約が生じ
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てしまうんじゃないかなという懸念が私はあると思いますので、ここは何か対応策が考えられ

ているのであれば教えていただきたいですが、これから考えていかなきゃいけない課題なのか

なと思います。 

○委員長（村上幸一君）意見でよろしいですか。大久保委員。 

○委員（大久保無我君）何かもしあったら。 

○委員長（村上幸一君）答弁はありますか。市民センター担当課長。 

○市民センター担当課長 駐車場の問題は、確かにおっしゃるように10台だったり20台だった

り、市民センターごとに状況は異なります。予約時に、特に少ない館については、館長が、何

台までにしてくださいという、調整を今もさせていただいていますので、そういったことをま

ずやらせていただければなと考えております。 

○委員長（村上幸一君）よろしいですか。じゃあ、ほかになければ、以上で所管事務の調査を

終わります。 

 ここで、本日の報告に関係する職員を除き、退室を願います。 

（執行部入退室） 

 では次に、政策局から、株式会社ジェイコム九州について報告を受けます。ＤＸ・ＡＩ戦略

室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 株式会社ジェイコム九州について説明いたします。 

 お手元の資料を御覧ください。 

 令和７年８月１日、ＪＣＯＭ株式会社は、経営資源の集約による業務の効率化と競争力強化

などを目的として、北九州市が出資する株式会社ジェイコム九州を含むケーブルテレビ事業会

社９社について、株式会社ジェイコム東京を存続会社とする吸収合併を令和８年４月１日に実

施することを決議したと発表しました。これに伴い、ジェイコム九州より、今後の株式保有に

ついて意向確認があり、検討を行った結果、北九州市では、ジェイコム九州に対する当初の出

資目的をおおむね達成していることなどから、保有する株式を売却することといたしました。 

 お手元の資料の１、ジェイコム九州について、(1)ジェイコム九州の取組になります。 

 ジェイコム九州は、ケーブルテレビ等のサービスエリアの拡充を行うとともに、北九州市に

おける地域の身近な情報発信や災害情報の配信など、豊かな地域社会の実現のため、地域密着

型の取組を進めております。 

 (2)出資経緯になります。北九州市では、ケーブルテレビが地域情報通信基盤として多目的利

用可能な映像メディアであり、地域のコミュニティー形成や広報広聴メディアとしての活用も

期待されることから、サービス提供エリアの拡充を支援するため、平成２年度以降、ジェイコ

ム九州の前身である株式会社ケーブルステーション北九州及び北九州ケーブルテレビ株式会社

等に出資を行っています。 

 (3)総出資額になります。これまでの総出資額は8,980万円で、898株を保有しております。令
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和６年度末時点での持ち株比率は0.72％となっております。 

 ２、売却の理由になります。今回、出資当初の目的である事業の安定化やサービス提供エリ

アの拡充は十分に図られていること、また、合併後の法人においても、地域密着型の取組など、

自治体との取組は変わらず継続されることから、吸収合併に伴い、保有株式を売却することと

いたしました。 

 ３、売却の見込額になります。株式の売却額は、１億6,629万7,028円を見込んでおります。 

 ４、今後のスケジュールになります。今後は、ジェイコム九州に出資引揚げの申入れを行い、

ＪＣＯＭ株式会社に株式を売却し、ジェイコム九州との資本関係を解消する予定でございます。

報告は以上となります。 

○委員長（村上幸一君）ただいまの報告に対して質問、意見を受けます。当局の答弁の際は、

補職名をはっきりと述べ、指名を受けた後、着席のままで結構ですから、簡潔、明確に答弁を

お願いいたします。 

質問、意見はありませんか。永井委員。 

○委員（永井佑君）市民に関係する影響というものはどういうものがあるんでしょうか。 

○委員長（村上幸一君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 市民への影響になりますけども、今現状、合併法人においても、地

域密着型の様々な取組とか、あと自治体との連携は従来どおり継続するということを確認して

おりますので、このため、北九州市が株主でなくなっても市民への影響はないと思っておりま

す。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）分かりました。その文書というのはどのような文書なんですか。 

○委員長（村上幸一君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 文書は、株主の持ち株の説明会のときの資料となります。 

○委員長（村上幸一君）永井委員。 

○委員（永井佑君）それは公開されているんですか。 

○委員長（村上幸一君）ＤＸ・ＡＩ戦略室次長。 

○ＤＸ・ＡＩ戦略室次長 これは、もともとの株式自体が非公開株となっておりますので、文

書自体も機密文書の取扱いとなっております。 

○委員（永井佑君）分かりました。以上です。 

○委員長（村上幸一君）ほかに質問、意見はございませんか。 

 なければ、以上で報告を終わります。 

 本日は以上で閉会いたします。 

                総務財政委員会 委 員 長  村 上 幸 一  ○印 

                        副委員長  大久保 無 我  ○印 


